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八代市農業委員会総会議事録 
 

１． 開催日時 令和８年２月２７日（金）午後２時００分から午後２時３６分 

 

２． 開催場所 八代市役所 ３階３０１会議室・３０２会議室 

 

３． 出席委員（17人） 

 松本吉充  

 松田浩一郎 

萩本一浩 

 鞍本敏男 

 有馬日夫 

  笹岡健一 

矢鉾次義 

湯野和也 

内田孝光 

    木村秀子 

橋本一郎 

平野英明           

          本田友治 

吉永安圭美 

黒田浩一郎 

松田林一 

湯治裕子 

 

４．欠席委員（2人）      

               宮本光次郎 

上原誠 

 

５.出席推進委員（23人）    

吉田和功 

本田あゆ子 

廣瀬範明 

齊藤光幸 

中千代志 

井戸繁夫 

益田知明 

岡﨑健治 

川上貴博 

石田雄一 

有村敏之 

髙木淳 

杉本秀雄 

瀬本浩和 

杉山秀治 
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久保田幸男 

草原光雄 

宮崎修 

村田裕之 

緒方道弘 

今村初幸 

金水光 

宮山卓也 

 

６．議事日程 

第１  議案第５５号  農地法第３条（委員会）について 

第２  議案第５６号 農地法第４条（知事）について 

第３  議案第５７号 農地法第５条（知事）について 

第４  議案第５８号 農地法第５条事業計画変更申請について 

第５  議案第５９号 農用地利用集積等促進計画について 

第６  議案第６０号 非農地通知について 

第７  議案第６１号 非農地証明願について 

 

７．農業委員会事務局職員 

局長      柿本 光明 

係長      井上 真由美 

主幹      小山 貴晴 

参事      橋本 周斉 

 

 

 

８．会議の概要 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

皆さん、こんにちは。総会の開催に関し、注意事項を申し上げます。ご発言につ

きましては、会場の中央に設置しております演台の場所にて発言していただきま

す。総会時間の短縮や議事録作成の観点から、簡潔明瞭なご発言をお願いします。 

それでは、ただいまから２月の総会を開会したいと思います。本日は、宮本委

員、上原委員から欠席の連絡が入っております。本日の出席委員は、定足数に達し

ておりますので、総会は成立しております。それでは、会議規則のとおり、会長に

議長をお願いし、議事の進行をしていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

皆さん、こんにちは。 

それでは、２月の農業委員会総会を始めます。総会の審議がスムーズに進行しま

すよう、皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。最初に、本日の議事録署名

委員を指名します。６番 萩本一浩委員、７番 松本吉充委員にお願いいたしま

す。 

それでは議事に入りますが、今月は、法の性質上、先に審議しなければならない

議案がありますことから、議案書の議案番号順とならず、前後して進行しますの
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

推進委員 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

推進委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

で、よろしくお願いします。まず、議案第５５号 農地法第３条による許可申請に

ついて、事務局より説明をお願いいたします。 

 

議案第５５号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について、議案書１ペ

ージから２ページのとおり付議いたします。 

今月の所有権移転申請は、賃貸借による権利の設定が２件、売買による取得が1

件、贈与による取得が３件ありました。 

地目は、田 ３１，９７５ 平方メートル、畑 ２，８７３ 平方メートル、計 

４，８４８平方メートルです。内容につきましては、議案書記載どおりです。 

これらは、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満

たしていると考えます。ご審議方よろしくお願いいたします。 

 

ただいま事務局から説明がありました案件につきまして、担当委員さんから説明

をお願いします。 

 

１番、松高。 

 

松高地区の井戸です。申請番号１番について、ご説明申し上げます。この案件

は、松高と郡築に跨る案件ですが、渡し人も受け人も同一ですので、一緒に行いま

す。２月２５日に鞍本農業委員、郡築の広瀬推進委員と申請地を確認いたしまし

た。申請地は、○○○○○号線、通称△△道路の□□側に１．６ヘクタール、○○

〇番町側に４反あります。親子間の所有権移転ですので、何ら問題はございませ

ん。ご審議方よろしくお願いします。 

 

２番、金剛。 

 

金剛担当の石田です。２番について説明いたします。２０日、内田委員と現地調

査を行いました。場所は、揚町○○○○○○○○から△へ約５００メートルほど行

ったところで、揚町と高植本町の境いです。譲渡人は、農業を辞めておられ、数年

前から農地を貸しておられました。譲受人は、この度、法人化され、規模拡大のた

めに借り入れのための申請となります。続いて３番目です。これも２０日に内田委

員と調査を行いました。こちらも同じ法人が受手です。これまで個人で自作してこ

られた農地を法人として借り入れて、規模を拡大したいと言う申請です。ご審議お

願いいたします。 

 

４番、坂本。 
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推進委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

農業委員 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

坂本地区担当の杉山です。申請番号４番について、説明いたします。昨年の１０

月３日、宮本農業委員と事務局職員で申請位置の確認を行いました。申請地は、坂

本町の入口西部地区の△△△△△△に面した□□□、○○〇それぞれの集落の中に

あり、譲渡人は、配偶者の死亡により申請案件の農地を相続されたものの、農業経

営の経験もなく、今後経営する予定がないため、故人の知人である申請人に、有償

で譲り渡すことになり、今回の申請に至りました。譲受人は、今回取得予定の農地

に果樹、野菜の栽培に意欲を持っておられ、周辺の農地、宅地への影響もなく、何

ら問題はないものと思われます。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

５番、泉。 

 

泉担当の松田です。推進委員が欠席のため、私が説明します。申請番号５番、６

番。譲渡人が一緒なので、併せて説明します。２月１８日、行政書士と事務局職員

で現地を確認しましたところ、適正に管理がなされ、何ら問題はないと思います。 

ご審議よろしくお願いします。 

 

以上の案件につきまして、皆様から何かご質問、ご意見ございませんでしょうか 

 

(質問、意見なし） 

 

異議がなければ挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

挙手全員ということで認めることと致します。よって、申請を許可いたします。 

 

次に、議案第５６号 農地法第４条の規定による許可申請について、事務局より

説明をお願いいたします。 

 

議案第５６号 農地法第４条の規定による許可申請について、議案書３ページの

とおり付議いたします。 

今月の申請は３件で、農地転用許可の農地区分及び立地基準は議案書記載のとお

りです。 

なお、２番及び３番の案件は無断転用であったため、追認許可を得るための始末

書が添付されております。 
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議長 

 

 

 

 

推進委員 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

農業委員 

 

 

 

 

 

議長 

 

推進委員 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

次に、一般基準について説明いたします。農地転用の確実性や、周辺農地に悪影

響を及ぼす恐れがないことなどから、すべての案件が、許可は可能と判断いたしま

した。それでは、ご審議方よろしくお願いいたします。 

 

ただいま、事務局から説明がありました案件につきまして、各担当委員さんから

説明をお願いします。 

 

１番、太田郷。 

 

１番太田郷・代陽地区担当の益田です。申請番号１番について説明します。２月

２３日、有馬農業委員と申請地の確認を行いました。申請地は、八代インターチェ

ンジより□へ約△キロ先に位置します。転用の目的は、申請人の家族が農業用倉庫

を解体し、跡地に住宅を建築し、代替の農業用倉庫を建設するため、今回の申請に

至りました。なお、無断転用でしたので、始末書が添付されています。ご審議方よ

ろしくお願いします。 

 

２番、宮地。 

 

太田郷・宮地地区担当の有馬です。今日は、澤野委員が欠席のため、代わりに説

明します。２月２２日澤野委員と現地を確認しました。申請人は、親族の家屋と土

地を相続しましたが、宅地の一部分である駐車場が、地目では農地であることが判

明しました。この度農地転用の申請です。無断転用であったため、始末書が添付さ

れています。よろしく、ご審議お願いします。 

 

３番、二見。 

 

二見担当の瀬本です。３番について説明します。２月２３日、平野農業委員と申

請人の３人で現地の確認調査を行いました。申請地は、二見の○○から△△△方面

に５０メートルくらいあり、申請人が、相続登記を行われる際、小屋の半分と車庫

の地目が畑となっていたため、今回の申請になったものです。無断転用であったた

め、始末書が添付されています。ご審議方よろしくお願いします。 

 

以上の案件につきまして、皆様からご質問、ご意見ございませんでしょうか 

 

(質問、意見なし) 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

推進委員 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

異議がなければ挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

挙手全員ということで、認めることといたします。よって、申請を許可いたしま

す。 

 

次に、議案第５８号 農地法第５条事業計画変更申請について、事務局より説明

をお願いいたします。 

 

議案５８号 農地法第５条事業計画変更申請について、議案書９ページのとおり

付議いたします。 

今月の申請は１件で、その内容は、議案書記載のとおりです。 

転用行為を行うのに必要な資力が確保されていること、用途に供する見込みが確

実であることなどから承認できると判断しました。なお、議案第５７号 農地法第

５条の規定による許可申請について、５ページの申請番号４番と同時に申請がなさ

れております。それでは、ご審議方よろしくお願いいたします。 

 

ただいま、事務局から説明がありました案件につきまして、担当委員さんから説

明をお願いします。 

 

１番、八千把。 

 

八千把地区担当の中です。申請番号１番について説明します。申請地は、○○

〇町の区画整理区域内の□□□□□□店の△側に当たり、現況、造成済みの農地

で、当初計画は、○○○○事業及び□□□□□□駐車場用地として利用しようとし

ましたが、それぞれの事業所へ隣接していないため、円滑な活用ができるように今

回の申請になりました。何ら問題はないと思います。審議お願いします。 

 

以上の案件につきまして、皆様からご質問、ご意見ございませんでしょうか 

 

(質問、意見なし) 

 

異議がなければ挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 
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議長 

 

 

 

 

推進委員 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

推進委員 

 

 

 

 

挙手全員ということで、認めることといたします。よって、申請を許可いたしま

す。 

 

次に、議案第５７号 農地法第５条の規定による許可申請について、事務局より

説明をお願いいたします。 

 

議案第５７号 農地法第５条の規定による許可申請について、議案書４ぺージか

ら８ページのとおり付議いたします。 

今月の申請は、所有権移転が１１件、賃貸借権設定が１件、使用貸借権設定が２

件の合計の１４件です。農地区分及び立地基準は議案書記載のとおりです。 

なお、９番及び１０番の案件は無断転用であったため、追認許可を得るための始

末書が添付されております。 

次に、一般基準について説明いたします。 

農地転用の確実性や周辺農地に悪影響を及ぼす恐れがないことなどから、すべて

の案件が、許可は可能と判断いたしました。それでは、ご審議方よろしくお願いい

たします。 

 

ただいま、事務局から説明がありました案件につきまして、各担当委員さんから

説明をお願いします。 

 

１番、郡築。 

 

郡築担当の吉田です。申請番号１について説明します。２月２１日、現地確認い

たしました。申請者は、東京都大在住の男性で、定年を機に実家近くに転居した

く、親族の田を譲り受け、個人住宅を建築したいとのことでございます。○○沿い

であり、北側に住宅、南側に△△△△△、西側に田があり、周りを擁壁で囲い、周

辺に迷惑がかからないようにするということです。何ら問題がないものと思いま

す。審議お願いします。 

 

２番、八千把。 

 

八千把地区担当の中です。申請番号２番から６番について説明します。２番、

申請地は、△△△町の区画整理区域内の□□□□□□の東側に当たり、現況、株式

会社○○○○の事務所と倉庫が建設されているところで、既存の建物を利用して貸

事務所として利用したいといった申請になります。何ら問題はないと思います。 
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議長 

 

推進委員 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

推進委員 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

農業委員 

 

 

 

３番、申請地は、○○〇町の区画整理区域内の△△△△△△△△△△△店の□側

に当たり、現況、区画造成済みの農地で、ここを公衆用道路とゴミ置場として利用

したいといった申請になります。何ら問題はないと思います。４番、申請地は○○

〇町の区画整理区域内の△△△△△△店の□側に当たり、現況、造成済みの農地

で、ここにデイサービス施設を建築したいといった申請になります。何ら問題はな

いと思います。５番、６番は、隣接した農地なので、一緒に説明します。申請地

は、○○〇町の区画整理区域内の△△△△△△△△△△△△△の□側に当たり、周

りが住宅地で、現況、造成済みの荒地状態の農地で、５番は個人住宅、６番は店舗

及び事務所を建築したいといった申請になります。何ら問題はないと思います。審

議お願いします。 

 

７番、松高。 

 

松高地区の井戸です。申請番号７番について、ご説明申し上げます。２月２５

日、鞍本農業委員と申請地を確認いたしました。申請地は、通称臨港線○○○○〇

の△△□□□メートルぐらいのところにあります。会社の隣接地で自身が所有する

農地を会社名に変更し、駐車場、資材置場にするという申請です。既に、農振除外

の手続きも完了しております。何ら問題はございません。ご審議方よろしくお願い

します。 

 

８番、太田郷。 

 

太田郷・代陽地区担当の益田です。申請番号８番について説明します。２月２３

日、有馬農業委員と申請地の確認を行いました。申請地は、□□□□から〇へ約△

△△メートル先に位置します。転用の目的は、新八代駅に近く、生活に便利な住環

境に適している申請地を買い受け、特定建築条件付売買予定地として販売する計画

です。周辺農地への排水、日照等に影響を及ぼすことはないと思います。以上、申

請番号８番について、地元の担当として、何ら問題ないと思います。ご審議方よろ

しくお願いします。 

 

９番、高田。 

 

高田地区担当の湯野です。本日は、山﨑委員が欠席のため、私が代わって説明い

たします。２月２１日、山﨑委員と現地を確認しました。申請地の場所ですけれど

も、○○○○〇を△△橋を渡って、□□□メートルくらい○○〇方面に下って、そ

こから○○〇町の△△△がありますけども、そこの前から斜め１００メートルくら
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推進委員 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

推進委員 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

推進委員 

 

 

 

 

 

い□□□方面に行ったところにあります。申請理由ですが、所有者が相続により土

地を取得しましたが、既に造成されて、駐車場として使用されていましたが、無断

転用であったことがわかり、始末書が提出されております。申請地の状況ですが、

面積が３１６平米、周りは住宅地としてアパート、個人住宅等が並んでおります。 

住宅を建設したいということで申請が出ていますが、周りの環境を見渡すと、住

宅としては適当であると見受けられます。なお、無断転用でありますので、始末書

も添付されておりますが、委員の皆様のご支援ご審議お願いします。 

 

１０番、金剛。 

 

金剛平和地区の高木です。申請番号１０番について、説明いたします。場所は北

平和町○○番の△、面積が４７５平米ありまして、農機具及び農業資材置場を設置

したいという案件であります。郡築の方で、配送する時間のロスが大きくなってき

ているので、どうしても北平和地区に設置したいという案件であります。また、水

稲と露地野菜の規模拡大を計画されており、どうしても、当地に設置したいという

ことです。また、無断転用であるため、始末書が添付されております。ご審議方よ

ろしくお願いします。 

 

１１番、日奈久。 

 

日奈久担当の杉本です。申請番号１１番について説明します。２月２２日、申請

者立ち会いのもと、橋本委員、土地改良区理事、保全会役員と現地確認しました。 

現在建設中の○○○○○○○○の△側□□□メートルです。そこでサーモン陸上

養殖を計画されています。大量の水を必要とされるので、井戸水の塩分濃度や排水

方法などを確認しました。水の塩分濃度は、作物の生育に影響はないということで

した。隣接する工事中の○○〇は、遊水池だったので、農業委員会の許可は要らな

いという話でした。よろしく審議をお願いします。 

 

１２番、鏡。 

 

鏡地区担当の村田です。申請番号１２番と１３番について、説明いたします。２

３日の月曜日に本田委員と現地確認を行いました。申請番号１２番は、鏡○○沿い

の△△△△△から□２００メートルぐらいにあり、学校や有佐駅等生活の利便性に

優れていることもあり、宅地分譲地として販売したいとの申し出がありました。既

に、付近は保育園や住宅が立ち並んでおり、何ら問題はないと思います。申請番号

１３番は、鏡○○○○〇を△△方面へ３００メートルぐらい行った西側の田と住宅
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

が混在する場所にあります。鋼構造物工事等を営んでおられる会社の資材置場とし

て、その一角を使用したいとのことでした。日照を遮る高さまで資材を積み上げる

ことはないと説明を受けましたので、周辺農地や住宅への影響はないものと思われ

ます。ご審議方よろしくお願いします。 

 

以上の案件につきまして、皆様から、ご意見、ご質問はありませんでしょうか。 

 

(質問、意見なし） 

 

異議がなければ挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

挙手全員ということで認めることといたします。よって申請を許可します。な

お、８番の太田郷の案件は、３，０００平方メートルを超えるため、県の諮問会議

に許可相当として進達いたします。 

 

次に、議案第５９号 農用地利用集積等促進計画について、事務局より説明をお

願いします。 

 

 

議案 第５９号 農用地利用集積等促進計画について、議案書１０ページから４０

ページのとおり付議いたします。 

農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第１１項の規定により、農地中間

管理機構に対して、農用地利用集積等促進計画を作成することを要請するというも

のです。 

今回の案件は、賃貸借は、一括契約が４５件、更新が２件、再配分が８件、所有

権移転は、機構買入が２件、機構売渡が６件です。受け人・農地につきましては、

議案書記載のとおりです。 

また、申請のあった案件につきましては、農地中間管理事業の推進に関する法律

第１８条第５項第２号及び第３号に規定されている農用地等の効率的利用や農作業

の常時従事を満たしていると判断されます。なお、所有権の移転を受ける者につき

ましては、農業を担う者に位置付け済み又は位置づけ予定であることから、地域計

画の達成に資することとなると考えます。 

なお、この基盤強化法及び中間管理法による農用地の売買では、農地中間管理機

構へ譲渡した場合など、譲渡所得の特別控除が受けられる優遇措置が取れますの

で、農地として売買の相談があった場合は、事務局にお尋ねいただきますようお願

いいたします。 

来月の、熊本県農業公社との農地の所有権移転は、１３月１１日、水曜日及び３

月１２日、木曜日に実施いたします。関係する地区は、高植本町、鏡町貝洲です。

地区の委員さんにおかれましては、ご出席いただきますようよろしくお願いいたし

ます。議案第５９号の説明につきましては、以上です。 
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議長 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

農業委員 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

ただいま事務局から説明がありましたが、皆様から、何かご質問ありませんでし

ょうか 

 

(質問、意見なし） 

 

これは、農用地利用集積等促進計画ですので、原案どおり決定する事とします。 

 

議案第６０号 非農地通知について事務局より説明をお願いします。 

 

議案第６０号 非農地通知について、議案書４１ページのとおり付議します。こ

の案件は、利用状況調査の結果、各委員方に非農地と判定された農地について審議

をお願いするものです。非農地通知は、農地法第２条第１項に規定する農地に該当

するか否かの判断基準に基づき審議するもので、非農地と判定した場合は、所有者

に対して非農地通知を送付するとともに、県、法務局等の関係機関に非農地通知一

覧を送付するものです。内容につきましては議案書記載のとおりです。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

ただいま、事務局から説明がありました案件につきまして、担当委員から説明を

お願いします。 

 

１番、泉。 

 

泉の松田です。申請番号１番、２番について説明いたします。先ほど事務局から

説明がありましたとおり、昨年、令和７年９月１９日に農業委員と農地利用最適化

推進委員で実施しました、利用状況調査、農地パトロールの結果、再生利用が困難

な農地と判定した農地です。現地は、山林の様相を呈しており、非農地としても何

ら問題ないと思われます。ご審議よろしくお願いします。 

 

 

以上の案件につきまして、皆さんから何か質問はございませんか。 

 

(質問、意見なし） 

 

異議がなければ挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

挙手全員ということで認めることとし、非農地通知を発出いたします。 

 

次に、議案第６１号 非農地証明願について、事務局より説明をお願いします。 

 

議案第６１号 非農地証明願について、議案書４２ページのとおり付議します。 

今月の申請は１件で、その内容は議案書記載のとおりです。 

申請地は、以前より山林として利用していましたが、今般、地目が畑であること

が判明しました。現地は、山林の様相を呈しており、農地に復元するための物理的

な条件整備が著しく困難な場合に該当し、昨年令和７年、１０月３日、坂本地区農

業委員及び農地利用最適化推進委員による現地調査を行った結果、非農地と判断し
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議長 

 

 

推進委員 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ているところです。ご審議をお願いいたします。 

 

ただいま、事務局から説明がありました案件につきまして、担当委員さんから、

説明をお願いします。 

 

１番、坂本。 

 

坂本地区担当の杉山です。申請番号１番について、説明いたします。先ほど、事

務局から説明がありましたとおり、昨年１０月３日に農業委員と農地利用最適化推

進委員及び事務局職員で現地調査を行った結果、現地は、山林の様相を呈してお

り、非農地としても何ら問題ないと思われます。ご審議よろしくお願いいたしま

す。 

 

以上の案件につきまして、皆さんから何か質問はございませんか。 

 

(質問、意見なし） 

 

異議がなければ挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

挙手全員ということで認めることとし、農地法第２条第１項に規定する農地に該

当しないため、証明書を交付することに決定いたしました。 

本日予定の議案がすべて終了いたしました。今月は、地目変更届、農地法第１８

条第６項の規定による合意解約届がありましたので報告します。これを持ちまし

て、２月の八代市農業委員会総会を閉会いたします。 

 

 

 

八代市農業委員会会議規則第１９条第１項の規定により署名する。 

 

令和８年２月２７日 

 

      八代市農業委員会 会長                

 

      八代市農業委員会 委員                

 

      八代市農業委員会 委員                


